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四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 
日

野
津
土
地
改
良
区

臼
杵
市

令
七
・　

五
・
三
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

楠
溜
池
土
地
改
良
区

杵
築
市

令
七
・　

五
・
三
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

富
水
溜
池
土
地
改
良
区

 

速
見
郡
日
出
町

令
七
・　

五
・
三
〇

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
情
報
シ
ス
テ
ム
Ｉ
ａ
ａ
Ｓ
の
利
用　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
オ
ー
イ
ー
シ
ー　

代
表
取
締
役
社
長　

加　

藤　
　
　

健

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
七
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

九
千
十
一
万
二
千
九
百
七
十
九
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

（
告
示
・
公
告
）



令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
報

二

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

　

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
通
じ
た
連
携
デ
ー
タ
の
変
更
に
伴
う
県
税
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
税
務
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
九
州
北
部
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部　

部
長　

湯　

川　

洋　

祐

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

五
千
九
百
四
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

　

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

令
和
七
年
度
税
総
合
及
び
自
動
車
税
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
委
託
業
務　

一
式

（
公
告
）

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
税
務
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
九
州
北
部
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部　

部
長　

湯　

川　

洋　

祐

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

五
千
七
百
六
十
四
万
三
千
三
百
四
十
四
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

　

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

法
人
外
形
標
準
課
税
見
直
し
に
伴
う
県
税
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
税
務
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
九
州
北
部
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部　

部
長　

湯　

川　

洋　

祐

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

四
千
四
百
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続



令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
報

三

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

　

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　

　

令
和
七
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

試
験
の
日
時
及
び
場
所

　

１　

日
時

　
　
　

令
和
七
年
十
月
三
日
（
金
）
午
後
零
時
五
十
分
か
ら
午
後
三
時
五
十
分
ま
で

　

２　

場
所

　
　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

　
　
　

大
分
県
庁
舎
新
館
十
三
階　

一
三
三
会
議
室

二　

試
験
の
内
容

　

１　

学
科
試
験

　
　

㈠　

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識　

二
十
問

　
　

㈡　

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識　

二
十
問

　
　

㈢　

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識　

二
十
問

　

２　

実
技
試
験

　
　
　

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能　

二
十
問

三　

受
験
資
格

　

１　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

　

２　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
附
則
第
五
項

　
　

の
規
定
に
該
当
す
る
者

四　

受
験
願
書
の
提
出
先
及
び
提
出
方
法

　
　

県
内
に
住
所
又
は
就
業
地
を
有
す
る
者　

大
分
市
内
に
あ
っ
て
は
、
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衛
生
課
（
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

郵
便
番
号
八
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
─
八
五
〇
一
）
に
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
外
に
あ
っ
て
は
、
住
所
地
又
は
就
業
地
を
管
轄
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
健
所
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

県
外
に
住
所
及
び
就
業
地
を
有
す
る
者　

大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
（
大
分
市
大
手
町

（
公
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
丁
目
一
番
一
号　

郵
便
番
号
八
七
〇
─
八
五
〇
一
）
に
持
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

電
子
申
請
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
者　
　

電
子
申
請
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
生
活
環
境
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

食
品
・
生
活
衛
生
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
掲
載
す
る
。

五　

受
験
願
書
等
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　

１　

受
付
期
間

　
　
　

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら
同
年
八
月
十
八
日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝

　
　

日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
電
子
申
請
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら
同
年
八
月
十
八
日

　
　

（
月
）
ま
で
。

　
　
　

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
の
上
、
郵
便
為
替
又
は

　
　

現
金
書
留
郵
便
で
送
付
す
る
こ
と
（
令
和
七
年
八
月
十
八
日
（
月
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

　
　

受
け
付
け
る
。
）
。
ま
た
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
受
験
願
書
の
提
出
は
受
け
付
け
な

　
　

い
。

　

２　

受
付
時
間

　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
。
た
だ
し
、
電
子
申
請
は
二
十
四
時
間
可
能
。

六　

提
出
書
類

　

１　

受
験
願
書
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
第
九
号
様
式
）

　

２　

履
歴
書

　

３　

写
真
一
枚
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
・
正
面
・
無
帽
、
サ
イ
ズ
縦
四
・
五
セ
ン
チ

　
　

メ
ー
ト
ル
・
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

　

４　

最
終
学
歴
を
証
す
る
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書
。
た
だ
し
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規

　
　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に

　
　

よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
書
の
写
し

七　

受
験
手
数
料

　
　

七
千
円
（
受
験
願
書
提
出
の
際
に
納
入
す
る
こ
と
。
）

八　

受
験
願
書
等
提
出
上
の
注
意
事
項

　

１　

卒
業
証
書
又
は
認
定
書
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合
は
、
受
験
願
書
の
提
出
先
に
お
い
て
原
本
を
提
示

　
　

し
、
原
本
と
相
違
な
い
旨
の
記
載
及
び
押
印
を
受
け
る
こ
と
。

　

２　

提
出
書
類
と
現
在
の
姓
が
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
を
提
出
す
る
こ
と
。

　

３　

受
験
願
書
に
記
載
す
る
住
所
は
、
「
○
○
方
」
、
「
○
○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
」
等
、
郵
便
が
確
実
に

　
　

届
く
よ
う
明
記
す
る
こ
と
。

　

４　

緊
急
時
の
連
絡
先
と
し
て
、
日
中
に
連
絡
が
可
能
な
電
話
番
号
を
履
歴
書
に
記
載
す
る
こ
と
。



令
和
七
年
六
月
十
日

大
分
県
報

四

九　

試
験
通
知
書

　
　

試
験
日
前
ま
で
に
、
受
験
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
、
受
験
番
号
を
記
入
し
た
試
験
通
知
書

　

を
、
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
か
ら
送
付
す
る
の
で
、
試
験
当
日
必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

十　

そ
の
他

　

１　

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
大
分
市
保
健
所
を
除
く
。
）
又
は

　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　

２　

受
験
願
書
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
郵
便
番
号
及
び
宛
先
を
明
記
し
、
百
十
円
切
手
を
貼
っ
た

　
　

返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

　

３　

電
子
メ
ー
ル
で
の
問
合
せ
は
、a13910@

pref.oita.lg.jp

に
行
う
こ
と
。

　

４　

受
験
に
関
す
る
注
意
事
項
及
び
連
絡
事
項
は
、
試
験
通
知
書
送
付
の
際
に
受
験
者
宛
て
通
知
す
る
と

　
　

と
も
に
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
十
日

　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所　

在　

の　

不　

分　

明　

な　

者　

の　

氏　

名

掲　

示　

場　

所

竹
中　

輝
己
、
竹
中　

武
己
、
川
野　

敏
臣
、
髙
次　

伊
勢
松
、
川
野　

エ
ミ

子

佐
伯
市
役
所

二　

通
知
の
要
旨

　
　

令
和
七
年
五
月
二
十
日
付
け
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
条
の
規
定

　

に
よ
る
通
知

（
公
告
）


